
 

 

 

研究機関名：東北大学 

受付番号： 2015-1-718 

研究課題名 

多形黄色星細胞腫における治療成績および分子病態解析と迅速免疫組織化学染色による検討－東

北、新潟地方における多施設共同研究－ 

実施責任者（所属部局・分野等・職名・氏名）： 

医学系研究科・神経外科学分野・教授 冨永悌二 

研究期間  西暦 2016年 2月（倫理委員会承認後）〜 2016年  12月 

対象材料 

■過去に採取され保存されている人体から取得した試料 

■病理材料（対象臓器名：脳腫瘍   ） ■（生検材料（対象臓器名：脳腫瘍  ） 

□血液材料   □遊離細胞   ■その他（摘出した腫瘍凍結組織） 

■研究に用いる情報 

■カルテ情報 □アンケート □その他（      ） 

対象材料の採取期間：西暦 1993  年 1 月～西暦 2014年 12月 

対象材料の詳細情報・数量等： 

（対象疾患名や数量等の詳細を記すこと。多施設共同研究の場合は、全体数及び本学での数量等を記すこと。） 

当科で摘出術、生検が行われ、多形黄色星細胞腫と組織診断された症例を対象とし、約 10 例

の見込みです。全体では約 30 例の見込み。 

 

研究の目的、意義 

多形黄色星細胞腫は稀な腫瘍であるため、臨床像および生物学的悪性度は未だ不明な点が多く、標

準治療も確立されていません。本研究は東北地方及び新潟県での本腫瘍の治療内容と予後を調査

し、治療成績と治療上の問題点を明らかにすることを目的した国内多施設共同研究です。本研究は診

療録、保存画像を中心とした後ろ向き研究として行い、各施設の治療内容、再発時期、生命予後等を集

計し解析します。さらに、本腫瘍について分子生物学的解析を行い、本腫瘍のパラフィンブロックある

いは凍結検体を用いた抗 BRAF （V600E） 抗体による免疫組織化学染色の結果と比較して

BRAF 遺伝子変異および p16遺伝子欠失の鑑別診断における意義、治療・予後との関連について明

らかにすることを目的に研究をおこないます。 

実施方法 

i) 診療録から治療内容、再発時期、生命予後等を集計し、秋田大学 脳神経外科教室にて解析しま

す。調査内容は年齢, 性別, 手術摘出度, 放射線照射範囲, 照射量, 化学療法の内容, 手術の

副作用, 補助療法の副作用, 治療前後の performance status, 追加治療の内容, 再発までの期

間, 生存期間について検討する予定です。 

ii)  中央病理診断は群馬県日高病院病理部にて行います。通常のHE染色に加えてKi-67染色、

GFAP染色、S-100P染色、Olig2染色、nestin染色、NFP染色、NeuN染色、synaptophysin染色、

IDH1 染色、MGMT 染色、SMA染色、CD34 染、CD68 染色、抗 BRAF （V600E） 抗体による免

疫染色、鍍銀染色を行います。 

iii)凍結脳腫瘍組織標本について迅速免疫組織化学染色による検討は秋田大学医学部附属

病院病理部にて行います。通常の HE 染色に加えて術中迅速免疫組織化学染色装置を用い

たKi-67染色、GFAP染色、Olig2染色、IDH1染色、MGMT染色、抗BRAF （V600E） 抗体によ

る免疫染色を行う予定です。 



 

 

iv) DNA の抽出ならびに遺伝子変異の解析（塩基配列決定法による BRAF 遺伝子の有無と

FISH 法による p16 遺伝子欠失の有無）は群馬大学大学院医学系研究科病態病理学講座

にて行う予定です。 

これらの臨床経過と遺伝子異常、病理所見について比較検討し、予後の予測、治療反応、鑑別診断

について検討します。本学は匿名化した臨床情報と上記試料の提供を行います。 

研究計画書及び研究の方法に関する資料の入手・閲覧方法 

 

※研究計画書及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧したい方は下記までご連絡くださ

い。ただし他の研究対象者の個人情報や知的財産の保護等に支障のない範囲での閲覧（入手）

が可能です。 

個人情報の利用目的の通知に関する問い合わせ先 

保有個人情報の利用目的の通知に関するお問い合わせ先：「本研究に関する問い合わせ・苦情等の窓口」 

※注意事項 

以下に該当する場合にはお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 1(3)＞ 

①利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、研究対象者等又は第三

者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

②利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、当該研究機関の権利又

は正当な利益を害するおそれがある場合 

個人情報の開示等に関する手続 

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。 

  保有個人情報とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報です。 

1) 診療情報に関する保有個人情報については、東北大学病院事務部医事課が相談窓口となります。詳しくは、

下記ホームページ「配布物 患者さまの個人情報に関するお知らせ」をご覧ください。（※手数料が必要です。） 

【東北大学病院個人情報保護方針】http://www.hosp.tohoku.ac.jp/privacy.html 

2) 1)以外の保有する個人情報については、所定の請求用紙に必要事項を記入しを情報公開室受付窓口に提出

するか又は郵送願います。詳しくは請求手続きのホームページをご覧ください。（※手数料が必要です。） 

【東北大学情報公開室】http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokai/disclosure/index.html 

※注意事項 

以下に該当する場合には全部若しくは一部についてお応えできないことがあります。 

＜人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第 6章第 16の 2(1)＞ 

①研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

②研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③法令に違反することとなる場合 

本研究に関する問い合わせ・苦情等の窓口 

 

東北大学大学院医学系研究科  

神経外科学分野 金森政之 

電話 022-717-7230 Fax 022-717-7233 

e-mail: mkanamori@med.tohoku.ac.jp 
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